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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 4月 22日 (2005.4.22)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 画 像 情 報 送 信 装 置 と 、 画 像 情 報 管 理 装 置 と 、 記 憶 装 置 と を 備 え 、
　
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 画 像 情 報 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 を 受 信 し 、 記 憶 装 置 に
記 憶 さ れ て い る 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た 時 に 、 当 該 送 信 条 件 に 対 応 す る 画 像 情 報 を 、 当 該 送
信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 送 信 す る 、
画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 画 像 情 報 送 信 装 置 と 、 画 像 情 報 管 理 装 置 と 、 記 憶 装 置 と を 備 え 、
　 記 憶 装 置 は 、 送 信 条 件 と 画 像 情 報 と 送 信 先 情 報 と を 対 応 さ せ て 記 憶 し て お り 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 画 像 情 報 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 を 受 信 し 、 記 憶 装 置 に
記 憶 さ れ て い る 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た 時 に 、

、 当 該 送 信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 、 送 信 条 件 が 満 足 さ れ
た こ と を 示 す 報 知 信 号 を 送 信 し 、 当 該 送 信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 か
ら の 情 報 送 信 要 求 信 号 を 受 信 し た 場 合 に 、

画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 画 像 情 報 送 信 装 置 と 、 画 像 情 報 管 理 装 置 と 、 記 憶 装 置 と 、 情 報 サ ー バ と を 備 え 、
　
　 情 報 サ ー バ は 、 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 対 応 し て 設 け ら れ て お り 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 画 像 情 報 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 を 受 信 し 、 記 憶 装 置 に
記 憶 さ れ て い る 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た 時 に 、 当 該 送 信 条 件 に 対 応 す る 画 像 情 報 を 、 当 該 送
信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 対 応 す る 情 報 サ ー バ に 送 信 し 、
　 情 報 サ ー バ は 、 画 像 情 報 管 理 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 を 受 信 し 、 当 該 送 信 条 件 に 対
応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 送 信 す る 、
画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】

記 憶 装 置 は 、 送 信 条 件 と 送 信 先 情 報 と を 対 応 さ せ て 記 憶 し て お り 、

当 該 送 信 条 件 に 対 応 す る 画 像 情 報 を 記 憶 装 置
に 記 憶 し

記 憶 装 置 に 記 憶 さ れ て い る 、 当 該 送 信 条 件 に 対
応 す る 画 像 情 報 を 当 該 送 信 先 に 送 信 す る 、

記 憶 装 置 は 、 送 信 条 件 と 送 信 先 情 報 と を 対 応 さ せ て 記 憶 し て お り 、



　 画 像 情 報 送 信 装 置 と 、 画 像 情 報 管 理 装 置 と 、 記 憶 装 置 と 、 情 報 サ ー バ と を 備 え 、
　
　 情 報 サ ー バ は 、 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 対 応 し て 設 け ら れ て お り 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 画 像 情 報 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 を 受 信 し 、 記 憶 装 置 に
記 憶 さ れ て い る 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た 時 に 、 当 該 送 信 条 件 に 対 応 す る 画 像 情 報 を 、 当 該 送
信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 に 対 応 す る 情 報 サ ー バ に 送 信 し 、
　 情 報 サ ー バ は 、 画 像 情 報 管 理 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 を 受 信 し て 記 憶 し 、 満 足 し た
送 信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ れ る 送 信 先 か ら の 情 報 送 信 要 求 信 号 を 受 信 し た 場 合
に 、 記 憶 し て い る 画 像 情 報 を 当 該 送 信 先 に 送 信 す る
画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 に 記 載 の 画 像 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 ま た は 情 報 サ ー バ は 、 満 足 し た 送 信 条 件 に 対 応 す る 送 信 先 情 報 で 示 さ
れ る 送 信 先 に 、 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た こ と を 示 す 報 知 信 号 を 送 信 す る 、
画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 画 像 情 報 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 に 、 送 信 条 件 に 設 定 さ
れ て い る 画 像 情 報 が 含 ま れ て い る 場 合 に 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た こ と を 判 別 す る 、
画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 画 像 情 報 送 信 装 置 か ら 送 信 さ れ た 画 像 情 報 の う ち 、 送 信 条 件 が 満
足 さ れ た 画 像 情 報 を 抽 出 し て 送 信 す る 、
画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、

画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、

　 画 像 情 報 管 理 装 置 ま た は 情 報 サ ー バ は 、 予 め 定 め ら れ て い る 送 信 識 別 情 報 を 画 像 情 報 と
と も に 送 信 し 、
　

画 像 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 情 報 提 供 装 置 を 用 い て 遊 技 店 の 画 像 情 報 を 提 供 す
る 遊 技 店 画 像 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、
　 画 像 情 報 管 理 装 置 は 、 設 定 時 間 内 の ア ウ ト 数 が 設 定 値 を 超 え た こ と 、 設 定 時 間 内 の セ ー
フ 数 が 設 定 値 を 超 え た こ と 、 設 定 時 間 内 の 出 玉 数 が 設 定 値 を 超 え た こ と 、 設 定 時 間 内 の 大
当 た り 回 数 が 設 定 値 を 超 え た こ と 、 遊 技 機 の 不 正 を 検 出 し た こ と 、 遊 技 機 の 窓 枠 が 開 放 さ
れ た こ と 、 遊 技 機 の 木 枠 が 開 放 さ れ た こ と 、 設 定 さ れ た 遊 技 者 が 検 出 さ れ た こ と 、 遊 技 者
の 遊 技 履 歴 情 報 が 設 定 さ れ た 状 態 と な っ た こ と 、 遊 技 機 が 大 当 た り 状 態 と な っ た こ と 、 遊
技 機 が リ ー チ 状 態 と な っ た こ と 、 遊 技 機 が 高 確 率 状 態 と な っ た こ と 、 遊 技 機 が 打 ち 止 め 状
態 と な っ た こ と の 少 な く と も １ つ の 送 信 条 件 が 満 足 さ れ た 場 合 に 遊 技 店 の 画 像 情 報 を 送 信
す る 、
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記 憶 装 置 は 、 送 信 条 件 と 送 信 先 情 報 と を 対 応 さ せ て 記 憶 し て お り 、

画 像 情 報 受 信 装 置 を 備 え
、
　 画 像 情 報 受 信 装 置 は 、 画 像 情 報 を 受 信 す る と 、 報 知 手 段 を 作 動 さ せ る と と も に 、 受 信 し
た 画 像 情 報 の 再 生 を 開 始 す る 、

画 像 情 報 受 信 装 置 を 備 え
、

画 像 情 報 受 信 装 置 は 、 予 め 定 め ら れ て い る 送 信 識 別 情 報 と と も に 画 像 情 報 を 受 信 し た 場
合 に 、 受 信 し た 画 像 情 報 の 再 生 を 開 始 す る 、



遊 技 店 画 像 情 報 提 供 装 置 。
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